
水質汚濁に係る農薬登録保留基準値（案）

今回基準値の設定を行う水質汚濁に係る農薬登録保留基準値（案）は次のとおりで

す（農薬登録保留基準については参考１を参照）。

農薬取締法第３条第１項第４号から第７号までに掲げる場合に該当するかどうかの

基準を定める等の件（昭和46年３月農林省告示第346号）第４号イの規定に基づき、

水質汚濁に係る農薬登録保留基準（平成20年７月環境省告示第60号）を改正し、下表

の農薬の成分の公共用水域における水質汚濁予測濃度について同表の基準値を新たに

設定します。

なお、新たに設定する基準値は当該基準値を定める告示の公布の日から適用するこ

ととします。

農薬の成分 基準値

Ｎ，Ｎ’－［（メチルイミノ）ジメチリジン］ジ－２，４－キシリ 0.0066 mg/L

ジン （別名アミトラズ）

５－エチル－５，８－ジヒドロ－８－オキソ［１，３］ジオキ 0.055 mg/L

ソロ［４，５－ｇ］キノリン－７－カルボン酸 （別名オキソリ

ニック酸）

４－ブロモ－２－（４－クロロフェニル）－１－エトキシメチ 0.069 mg/L

ル－５－（トリフルオロメチル） ピロール－３－カルボニ

トリル（別名クロルフェナピル）

（Ｅ）－２－（４－ｔｅ ｒ ｔ－ブチルフェニル）－２－シアノ－１ 0.1 mg/L

－（１，３，４－トリメチルピラゾール－５－イル）ビニル＝

２，２－ジメチルプロピオナート （別名シエノピラフエン）

２－メトキシエチル＝（ＲＳ）－２－（４－ｔｅｒ ｔ－ブチルフェ 0.24 mg/L

ニル）－２－シアノ－３－オキソ－３－（α，α，α－トリ

フルオロ－ｏ－トリル）プロピオナート （別名シフルメトフ

ェン）

３－メシチル－２－オキソ－１－オキサスピロ［４．４］ ノ 0.058 mg/L

ナ－３－エン－４－イル＝３ ,３－ジメチルブチラート （別

名スピロメシフェン）

（Ｓ）－１－アニリノ－４－メチル－２－メチルチオ－４－ 0.074 mg/L

フェニルイミダゾリン－５－オン（別名フェンアミドン）

6.3 mg/L

（別紙）



（Ｚ）－２－［２－フルオロ－５－（トリフルオロメチル）フェ

ニルチオ］－２－［３－（２－メトキシフェニル）－１，３－

チアゾリジン－２－イリデン］アセトニトリル（別名フルチ

アニル）

３－ヨード－Ｎ’－（２－メシル－１，１－ジメチルエチル） 0.045 mg/L

－Ｎ－｛４－［１，２，２，２－テトラフルオロ－１－（トリフ

ルオロメチル）エチル］－ｏ－トリル｝フタルアミド（別名フ

ルベンジアミド）

プロピル＝（１ＲＳ，２ＳＲ）－（３－オキソ－２－ペンチル 0.37 mg/L

シクロペンチル）アセタートを１０±２％含むプロピル＝

（１ＲＳ，２ＲＳ）－（３－オキソ－２－ペンチルシクロペン

チル）アセタート（別名プロヒドロジャスモン）

イソプロピル＝［（Ｓ ）－１－｛ ［ （Ｒ）－１－（６－フルオロ 0.18 mg/L

－１ ,３－ベンゾチアゾール－２－イル）－エチル］カルバ

モイル｝－２－メチルプロピル］カルバマート（別名ベンチ

アバリカルブイソプロピル）

２，４，６，８－テトラメチル－１，３，５，７－テトラオキサ 0.058 mg/L

シクロオクタン（別名メタアルデヒド）

１－｛３－クロロ－１－メチル－４－［（５ＲＳ）－５，６－ジ 0.071 mg/L

ヒ ドロ－５－メチル－１，４， ２－ジオキサジン－３－イ

ル］ピラゾール－５－イルスルホニル｝－３－（４，６－ジ

メトキシピリミジン－２－イル）尿素（別名メタゾスルフロ

ン）


